
50ｍ3／日以上 50ｍ3／日未満 50ｍ3／日以上 50ｍ3／日未満

許容限度 許容限度 許容限度 許容限度

４５ ― ４５ ―

５～９ ５～１１ ５～９ ５～１１

６００ ― ６００ ―

６００ ― ６００ ―

５ ２０ ５ ２０

３０ ― ３０ ―

２２０ ― ２２０ ―

― ― ― ―

― ― ― ―

５ ― ５ ―

３ ３ ３ ３

２ ２ ２ ２

１０ ― １０ ―

１０ ― １０ ―

２ ２ ２ ２

０.１ ０.１ ０.１ ０.１

１ １ １ １

１ １ １ １

０.１ ０.１ ０.１ ０.１

０.５ ０.５ ０.５ ０.５

０.１ ０.１ ０.１ ０.１

０.００５ ０.００５ ０.００５ ０.００５
検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと

０.００３ ０.００３ ０.００３ ０.００３

０.３ ０.３ ０.３ ０.３

０.１ ０.１ ０.１ ０.１

０.２ ０.２ ０.２ ０.２

０.０２ ０.０２ ０.０２ ０.０２

０.０４ ０.０４ ０.０４ ０.０４

０.２ ０.２ ０.２ ０.２

０.４ ０.４ ０.４ ０.４

３ ３ ３ ３

０.０６ ０.０６ ０.０６ ０.０６

０.０２ ０.０２ ０.０２ ０.０２

０.０６ ０.０６ ０.０６ ０.０６

０.０３ ０.０３ ０.０３ ０.０３

０.２ ０.２ ０.２ ０.２

０.１ ０.１ ０.１ ０.１

０.１ ０.１ ０.１ ０.１

※　10（230） ※　10（230） ※　10（230） ※　10（230）

※　　8（15） ※　　8（15） ※　　8（15） ※　　8（15）

１０ １０ １０ １０

― ― ― ―
　　（備考）

　　　　　　２

全りん（りん含有量）

フェノール類

マンガン及びその化合物（溶解性）

浮遊物質量（ＳＳ）

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油）

全窒素（窒素含有量）

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂）

よう素消費量

特定事業場 非特定事業場

温度

水素イオン濃度（ｐＨ）

生
活
環
境
項
目
等 銅及びその化合物

亜鉛及びその化合物

鉄及びその化合物（溶解性）

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

クロム及びその化合物

カドミウム及びその化合物

シアン化合物

有機りん化合物

有
害
物
質

1，3-ジクロロプロペン

チウラム

アルキル水銀化合物

ポリ塩化ビフェニル

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

鉛及びその化合物

六価クロム化合物

砒素及びその化合物

チオベンカルブ

1，1-ジクロロエチレン

シス-１，2-ジクロロエチレン

1，1，1-トリクロロエタン

1，1，2-トリクロロエタン

シマジン

　　　　　　３　それ以外は基準値に適合した下水を排除できるように除外施設を設置するなどの必要な措置を講ずる義

ジクロロメタン

四塩化炭素

1，2-ジクロロエタン

アンモニア性窒素等含有量

ほう素及びその化合物

ベンゼン

セレン及びその化合物

ふっ素及びその化合物

ダイオキシン類

１　特定事業場等の排除下水の水質規制

　下水道は生活排水のみならず、事業場排水も集水して処理することとなるが、工場、事業場等の排水には
下水道施設を損傷したり、下水処理場で処理することが困難な物質が含まれていることがある。
　これらの悪質下水を規制するため、事業場に対し除外施設等を設置し、有害物質を除去することが下水道
法で規定されており、本市では下水道法及び熊本市下水道条例による下水排除基準を下表のように定め、こ
れを監視するための立ち入り検査等により、基準を超えた事業場に対し指導を行っている。

Ⅵ　水質保全

　　　　　　　水道へ下水を排除する場合の基準値です。

　　　　　　　　務があります。
　　　　　※は河川、湖沼等を放流先とする下水道へ下水を排除する場合の基準値で、（　）内は海域を放流先とする下

　　　　　　１　単位について、水素イオン濃度は無単位、温度は℃、ダイオキシン類はｐｇ／ℓ、その他はｍｇ／ℓです。

：基準値を超える水質の下水の排除が禁止されており、違反した場合は、直ちに罰せられます。

下水道法及び熊本市下水道条例に基づく下水排除基準

物質または項目

対象者

3-57



（２）平成22年度事業場立ち入り水質検査実施状況

業種名
特　　定
事業場数

検　査
施設数

延検体数
基準超過
検 体 数

基準超過項目

畜産業 1 0

畜産食料品製造業 2 1 2

水産食料品製造業 5 1 2

野菜・果実保存食品製造業 10 1 2

味噌・醤油・食酢製造業 11 0

パン・菓子製造業・製餡業 1 0

米菓子・麹製造業 1 0

飲料製造業 6 1 1

麹類製造業 10 0

豆腐・煮豆製造業 21 1 2

冷凍調理食品製造業 2 1 2 1 ノルマルへキサン抽出物質（動植物油脂類）

紡績・繊維製品製造業 14 2 4 1 亜鉛及びその化合物

パルプ、紙又は紙加工品の製造業 1 0

新聞・出版・印刷業 5 1 2

医薬品製造業 1 1 2

ガラス製品製造業 1 0

空き瓶・卸売業の用に供する自動式洗びん施設 1 1 2

酸・アルカリ表面処理施設 4 2 4

電気めっき施設 5 5 10 2 亜鉛及びその化合物、銅及びその化合物

旅館業 4 4 5

共同調理場 1 1 1

弁当製造業 4 4 4 1 ノルマルへキサン抽出物質（動植物油脂類）

飲食店 20 12 12

そば・うどん店等 1 0

洗濯業 65 3 6

写真現像業 53 0

病院（300床以上） 10 10 22

と畜業 1 1 1

自動車分解整備業の用に供する洗車施設 3 2 2

自動式車両洗浄施設 119 1 1

試験・研究・検査業 31 9 18

一般廃棄物処理施設である焼却施設 1 1 1

トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる洗浄施設 3 0

屎尿処理施設 1 0

特定事業場から排出される水の処理施設 1 1 2

病院（300床未満）・医院 - 20 20

デパート・スーパー - 4 6

その他の飲食店 - 4 4

その他 - 3 4

420 98 144 5

特定
施設
番号

1-2

66-2

66

65

63-2

53

47

23-2

23

19

18-2

17

16

10

9

8

5

4

3

2

計

非特定

非特定

非特定

非特定

72

71-5

66-3

69

68-2

68

67

74

66-6

66-5

66-4

71-3

71-2

71

70-2
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２　江津湖流入水域の下水道普及率

　　　＊　流域面積比によって計算された。平成7年度に流域の見直しが行われ、藻器堀川流域の一部が健軍川流域となった。

　江津湖は熊本市の東南部に位置する湧水池で、市民の憩いの場として古くから愛されており、上
江津湖と下江津湖の２つの部分からなる湖である。また、水や緑の景観を活かし、親水機能をあわ
せ持った公園である。
　江津湖の主な流入河川として藻器堀川、健軍川があるがこの２つの都市河川の流域は、昭和28年
白川大洪水以降急速に宅地開発が行われた地域であり、宅地開発と下水道整備の不均衡のため一時
的にその水質汚濁が問題となった。
　しかし公共下水道の整備等により着実に水質の浄化が進み、両河川の江津湖流入の最下流点にお
いて良好な水質に改善されている。
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